
公安委員会

説明資料No. 且

1殉職警察官

宮城県警察

巡査長

2発生日時・塙所

殉職事案の発生について
平成25年9月12日

首席監察官

(1)．日時：平成25年8月29日（木）午後2時20分頃

(2)
くるかわぐん卯勤さとちよう

場所：宮城県黒川郡大郷町
●

いしの立冬かL立麓い』”jひら

県道石巻鹿島台大衡線

3事案擬要

殉職警察官は、上記日時・場所において、白バイにより交通指導取締り

中、片側一車線の左にカーブする道路で対向車線にはみ出し、進路右側路

外の街路灯に衝突した。

9月10日（火）午前7時58分、入院加療中の病院において死亡した

もの⑤





公安委員会
●

説明資料No. 3

平成25年上半期の児童虐待及び

児童ポルノ事犯の検挙状況等について

平成25年9月12日

少年課

1児童虐待

○通告児童数は過去最多。

○「心理的虐待」による通告児童数が前年同期比で大幅に増加し、全体の約6割。

○検挙件数等は過去2番目に多い。死亡児童数は3年連続で減少し過去最少。
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児童虐待に係る児壷相ﾛ炎所への通告児爾数．

H18H19H20H21H22H23H24H24上半鵡125上半期

I屋雷雷痔塞件の捧挙当尖曽完

塞銅麺，｡中一出醒直窪の錘人垂び遁畢塞含李定復し、｡

2児童ポルノ事犯

○送致件数は過去最多。ファイル共有ソフト利用事犯が減少するも高水準。

○被害児童（平成25年上半期に事件を通じて新たに特定した者）数は過去最多。

低年齢児童の約8割が強姦・強制わいせつの手段により製造。

○スマートフオンを使用して被害にあった児童は84人で、前年同期に比べ約4
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倍に増加。
児意ポルノ事犯の送致状況
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被害児童のアクセス機器手段(H25上）

ゲーム樋

0.6％

Z人 0.3％5.4％

1人17人

－－－－－－一一一一 H1煙膿 H1｡_と HZn－と HZp－と Hシつ_院 HZ盆ト H全ユーヒ HZ昼一院

鍾 挙件錘

身体的夙置袴

1生的鍾袴

毒起・#巨香

'心蚤皿的倉特

1zO

as

之3

11

0

14⑨

113

窒了

⑨

0

160

11⑥

34

10

0

1sフ

11Z

41

4

0

1so

140

31

⑨

0

1sa

111

3a

a

1

Z48

1了S

6s

S

◎

Z之1

15ア

49

了

a

鍾 挙八貝 131 1⑥4 1⑥3 1eS 1⑨⑧ 1⑥a 乏写星 クジフ

趣 雪埋童錘

うら死亡ご埋垂錘

*舞唾いと

12s

全e

21．⑨％

1s7

1s

UU－5％

164

Zg

1丁.7％

1e4

11

e､ア％

1s⑥

18

⑨､フ％

1⑥之

14

B､⑥％

企呉乞

12

4．s％

zZ4

11

4．s％

、
・
０
．
・
・
ｒ
●
．
。
‐
ｊ
・
‐
ｊ
‐
‐
．
，
‐
‐

Ｉ
‐
Ｆ
１
‐
Ｐ
●
Ｉ
‐
Ｉ
●
●
●
ｌ
●
２
１
‐’

記
：
・
・
・
．
・
・
：
２

‐－－－－ HI8上 H19上 H20上 H21上 M2上 H23上 H24上 H25上

送致件馴 224 262 300 367 595 637 762 763

送致人員’143 159 188 284 416 446 610 568
被害児童勘 65 121 144 148 271 262 258 316

ﾌｧｲﾙ鮪ｿﾌﾄ利用卿｜‐ ー ー 14 62 141 249 204



公安委員会

説明資料血4

1現状

(1)検挙件数

平成25年上半期の出会い系サイト等

に起因する事犯の現状と対策について

9月12日

l罪対策課

○出会い系サイトに起因する事犯の検挙件数は368件(前年同期比

-80件、-17.9%)。

○コミュニティサイトに起因して児童が犯罪被害に遭った事犯
の検挙件数は859件（前年同期比十260件、＋43.4%） ◎

(2)被害児童数

○出会い系サイトに起因して犯罪被害に遭った児童は73人（前年

同期比も1人､巡.恥。被害の多し罪種は､児童買春が飽人栓体の43.帥。

○コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児童は598人

(前年同期比十89人、＋17.5%)。被害の多い罪種は、青少年保護

育成条例違反が291人（全体の48.7%)。

(3)被害児童の年齢

○出会い系サイトに起因して犯罪被害に遭った児童で15歳以下

は31人（全体の42.5%)。

○コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児童で15歳

以下は311人（全体の52.0%)。

(4)被害児童数の推移

○出会い系サイトに起因して犯罪被害に遭った児童数は、平成20年

の出会い系サイト規制法の法改正以降､禁止誘引違反者の検挙

や無届サイトの取締り等により、減少傾向。

○コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児童数は、

平成23年初めて減少に転じ、昨年も引き続き減少していたが、

無料通話アプリのIDを交換する掲示板に起因する犯罪被害に

より、前年同期と比較して増加。
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2出会い系サイトとコミュニティサイトの児童被害状況の比較

【罪種別の被害児童数の割合】

【年齢別の被害児童数の割合】

圭会い系サイト

～11垂12虚1垂

ｺﾐｭﾆﾆﾃｨサイト

コミューディサイト

～11壷1壷

世

3今後の対策

(1)出会い系サイト対策

○禁止誘引行為等の書き込み違反者に対する取締りの継続

○悪質出会い系サイト事業者に対する取締り等の徹底

（2）コミュニティサイト対策

○サイト事業者（無料通話アプリ等提供事業者を含む｡）の取

組状況等に応じた対策の継続

・ミニメールの内容確認を始めとするサイト内監視体制の強化

・サイト事業者等への実効性あるゾーニングの早期導入に向

けた働きかけ

※「実効性あるゾーニング」～サイト内において悪意ある大人を児童に近づけさせない

ように携帯電話事業者の保有する契約者年齢情報を活用し、大人と児童とのミニメー

ルの送信や検索を制限すること。

○関係省庁、事業者及び関係団体等と連携した対策の推進

・更なるフィルタリングの普及徹底

・児童、保護者、学校関係者等に対する広報啓発と情報共有

・携帯電話事業者等への実効性あるゾーニングの更なる推進

・EMAへの情報提供によるサイトの厳格な認定監視等の継続

※fEMACエマ)」～一般社団法人モバイルコンテンツ審査．運用監視機構

【ContentEvaluationandMonitoringAssociation】

5頁

6頁
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(※別紙省略）

公安委員会

説明資料No.恩
平成25年上半期の暴力団‘情勢について

平成25年9月12日
暴力団対策課
企画分析課

1暴力団構成員等の検挙状況

暴力団構成員等の検挙状況の推移

○検挙人員及び検挙件数が共に減少験挙人員は前年同期比-12.5％、

検挙件数は前年同期比－9．8％）

山口組・弘道会直系組長等の検挙人員の推移

2事業者襲撃等事件・対立抗争事件

○事業者襲撃等事件は、6件(前年同期比十1件)発生

○対立抗争に起因するとみられる不法行為は、21回(前年同期比

＋17回)発生

3暴力団排除等の推進

4

○警察庁のサーバと日証協のサーバを接続し、顧客の暴力団構成

員等該当性についての照会に応じるシステムの運用を開始

○1都6県の暴力追放運動推進センターを適格都道府県センター

として認定

○暴力団離脱者の社会復帰に向けて、関係機関と連携した支援を

(1)

(2)

(3)

(4)

実施

今後の取組方針

事業者襲撃等事件の捜査の徹底と保護対策の強化

対立抗争事件の捜査の徹底と抗争の拡大防止

山口組・弘道会対策の推進

暴力団排除の推進

H21 H22 H23
H24

(1-6月）

H25

(1-6月）
増減

暴力団櫛成員等の検挙人員

うち構成員の検挙人員

うち皐構銀その他の周辺者の換挙人員

26,503

76

19,727

25,686

6,216

19,470

26,269

5,982

20,287

24,139

5,510

18,629

11,706

66

40

10,242

94

48

-1,464

-172

-1,292

暴力団構成員等の検挙件数 55,855 51,031 54,098 48,484 23〃3 20,987-2,286

H21 H22 H23
H24

(1～6月）

H25

(1～6月）
増減

山口組直系組長 6 25 17 23 11 5 -6

弘道会直系組長 3 11 19 5 3 3 0

弘道会直系組織幹部 14 32 42 27 15 16 1
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公安委員会 東証一部上場企業元役員による
不正競争防止法違反事件

の検挙について（愛知県警察）

平成25年9月12日

説明資料No. 甑W‘↓､_ツ
ー

捜 査第二課

1逮捕被疑者（贈賄被疑者）

会社顧問（）

元A専務取締役

X （68歳）～9月11日逮捕

2事案の概要
とんがん

被疑者xは、外国公務員である中国広東省東莞市
● 6

Y職員に対し、Aの香港現地法人で
申 ●

b^mrxarscあるBC、及び前記

Aの広東省現地法人であるDにおいて行われ

た違法操業を看過し、企業分類評定に関して降格処分を受けないように有

利な取り計らいを受けたい、あるいは、違法操業に対して税関が行う業務

の一時停止や税関登録の抹消などの処分を受けないように税関職員に働き

かけて欲しいなどの意図の下に、平成19年12月17日ころ、広東省東
6

莞市内において、数万香港ドル、女‘性用バック1個等を供与したもの。

(不正競争防止法第18条第1項、同法第21条第2項第7号（平成23
｡

改正前においては同項第6号)、同条第6項、刑法第3条）
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公安委員会

説明資料No.7

1実施期間

｢平成25年秋の全国交通安全運動」

の実施について

平成25年9月12日

交通企画課

平成25年9月21日（土）から同月30日（月）までの10日間

2主催

内閣府･警察庁等10府省庁､都道府県､市区町村､(一財)全日本交通安全

協会・自動車安全運転センター等13団体

3運動の目的、運動重点等

広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通事故防止の徹底を図

ることを目的とする。

(1)運動の基本

子どもと高齢者の交通事故防止

(2)全国重点

○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止（特に、

反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底）

○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

○飲酒運転の根絶

(3)地域重点

地域の交通事故実態等に即して必要があるときは定める。

4警察における運動推進の基本的な考え方

本運動を交通死亡事故抑止に向けた取組み強化の絶好の好機と捉え、自

治体や関係機関・団体と連携して交通安全意識の高揚を促進する取組を推

進する。
』

5都道府県警察における取組事例

(1)市内全小学3年生を対象とした体験型児童交通安全教室の開催

【栃木県警察】

(2)若者から高齢者までの各世代が交流して行う交通安全競技大会の開催

【宮崎県警察】

(3)夜間の交通安全教室の開催【岡山県警察】

(4)シートベルト着用の大切さを体験させる交通安全イベントの開催

【兵庫県警察】

(5)飲酒運転模擬体験等による体験型交通安全教室の開催

【熊本県警察】



公安委員会 貨物自動車に係る運転免許制度の

在り方に関する有識者検討会について

平成25年9月12日

運転免許課説明資料肋． 急

1概要

貨物自動車に係る交通事故防止を図るため、平成16年の道路交通法改正

により導入された中型免許制度は、平成19年6月に施行され6年が経過し

たところである。

この度、中型免許制度導入後の安全面での効果検証を行うとともに、車

両重量等に対応して必要とされる運転技能、諸外国の貨物自動車免許制度

の動向等を把握し、現在の貨物自動車に係る運転免許制度の課題を明らか

にしつつ、より安全で、かつ、我が国内で運転されている自動車の実態に

即した運転免許制度の在り方について有識者による検討会を開催するも

の
0

2委員の構成

委員川端由美自動車ジャーナリスト

委員冨田信穂常磐大学大学院被害者学研究科教授

委員永井正夫東京農工大学教授

委員藤原静雄中央大学法科大学院教授

委員前田雅英首都大学東京法科大学院教授

委員蓮花一己帝塚山大学教授・副学長

(敬称略、五十音順）

3第1回検討会の開催予定

平成25年9月26日（木）午前10時から
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説明資料No.9

…リンピック・パラリンピック

競技大会連絡室の設置について

平成25年9月12日

警備課

1名称

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会連絡室

2任務

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う警察諸対

策の推進に必要な事項について、連絡調整を図る。

(参考）大会の概要

○第32回オリンピック競技大会

開催期間：平成32年7月24日（金）～8月9日（日）

開会式7月24日（金)20:00～23:00

閉会式8月9日（日）21:00～24:00

○第16回パラリンビック競技大会

開催期間：平成32年8月25日（火）～9月6日（日）．

3設置期間

平成25年9月12日（木）から当分の間

4構成員

(1)室長

長官官房審議官（警備局担当）

(2)室員

総務課長、人事課長、会計課長、長官官房参事官（危機管理企画担当)、

生活安全企画課長、地域課長、刑事企画課長、企画分析課長、交通企画

課長、交通規制課長、警備企画課長、公安課長、警備課長、外事課長、

国際テロリズム対策課長及び情報通信企画課長


